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4.1.3 除去土壌等の発生量と放射能濃度等

土壌A：放射能濃度評価時点で8，000Bq/kg以下であり，再生利用可能な
土壌

土壌B：中間貯蔵施設への搬入開始30年後(2045年)までに8，000Bq/kg
以下に物理減衰し，再生利用可能な土壌

土壌C：中間貯蔵施設への搬入開始30年後(2045年)までの物理減衰に加え
，現時点での高度分級技術（分級＋摩砕等）により再生利用可能な
8，000Bq/kg以下の砂質土を得ることが可能な土壌

土壌D：土壌Cよりも高濃度である土壌
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4.1.4 除去土壌等の減容化における3つの主要な技術
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最終処分量を減らすに再生利用量を増やす
（1）分級
（2）化学処理
（3）熱処理
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4.2 減容化技術の開発 4.2.2分級／洗浄技術

4.2.2分級／洗浄技術
（i）大熊分級技術実証事業概要

１．目的
分級処理の各工程において
・安全性（特に放射線に関する安全性）を確保しつつ
・安定的かつ低コストで大量の除去土壌の減容処理を行う
ことのできる

・分級処理システム技術を確立する技術実証試験を行う。

２．概要
除去土壌を対象としたパイロットスケールの分級処理システ
ムを構築し、以下の試験を実施する。
・土質、放射能濃度の異なる除去土壌に対して分級処理を
行い、分級性能、除染率等のデータを取得する試験

・連続して除去土壌の分級処理を行い、実機での運用を見
据えた連続運転の安全性、安定性等の評価を行う試験
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4.2 減容化技術の開発 4.2.2分級／洗浄技術
4.2.2分級／洗浄技術 （ii）実証試験装置

大熊分級技術実証事業
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環境省資料より

○通常分級処理設備 ○高度分級処理設備
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4.1 減容化技術の開発
・分級／洗浄技術
・溶融技術
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（参考）分級／洗浄技術のイメージ

4.2 減容化技術の開発 4.2.2分級／洗浄技術
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4.2減容化技術の開発 4.2.3 熱処理技術

4.2.3 熱処理技術（焼却、溶融、焼成技術）

・焼却灰等及び除染土壌の熱処理による減容技術は、溶融と焼成に大別さ
れる。

・溶融は既に一般廃棄物処理設備で実績があるが、反応促進剤を加えたう
えで、高温で溶融しCsを揮発させ、冷却後ばいじんとして濃縮する方法
である。

・焼成はエコセメント施設や重金属汚染土壌処理施設で実績があるが、添
加剤を加えたうえで溶融には至らない状態で土壌を焼き固める（高温式
）、あるいは処理前の土壌の性状をほぼ残す（低温式）方式である。

・何れの方法においてもCsを除去した対象物の浄化物は再生利用が可能と
なる。

・焼却灰の熱処理による減容化は既に中間貯蔵施設で運転中である。
・双葉町では仮設灰処理施設として稼働中

⇒表面溶融炉(75t/日×２炉、双葉町仮設灰処理第一施設)、
⇒コークスベッド方式灰溶融炉(75t/日×２炉、双葉町減容化施設（中
間貯蔵施設）における廃棄物処理その2業務)
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（i）概要
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4.3 再生利用の取組

4.3.1国の方針
4.3.2盛土への再生利用（道路盛土）（平成28年度～令和3年度）
  南相馬実証（除去土壌再生利用実証事業試験盛土）
  再生資材化を行う工程上の具体的な放射線に関する取扱い方法及び土木

資材としての品質を確保するための有り方

4.3.3福島県（中間貯蔵施設）内での道路盛土実証事業
  中間貯蔵施設内での道路盛土実証事業として，一般的な道路規格を参考

として，3種2級（交通量4千～2万台/日）の歩道付きの構造を採用

4.3.4農地への再生利用
         飯舘村実証（平成 30 年度除去土壌再生利用技術等実証事業

（飯舘村長泥地区、特定復興再生拠点区域））
  2018年4月除去土壌を再生資材化して盛土材として使用し，その上に

覆土をして，農地として利用する実証事業

 飯舘村環境再生事業（令和２・３・４・５年度飯舘村長泥地区
環境再生事業盛土等工事）

  2021年大規模な農地盛土造成に着手し，農地造成盛土工事が完了した
工区から，順次栽培実験や水田試験等を実施

10



土木学会 エネルギー委員会LLW・汚染廃棄物対策研究小委

4.3 再生利用の取り組み

中間貯蔵開始後30年以内に，福島県外で最終処分を完了するために
必要な措置を講ずることとしている。その措置として，除去土壌等
の減容・再生利用等に関しては，県外最終処分量を低減するため，
政府一体となって取り組んでいる。
減容・再生利用の推進に当たっては，2016年に策定し，2019年
に見直しを行った「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発
戦略」及び「工程表」に沿って，実証事業を実施している。
2025年度以降に最終処分場に係る調査検討・調整などを実施して
いく。
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4.3.3 再生利用の取り組み
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法面部覆土

天端部：再生資材適用外

比較観点

中間貯蔵内道路盛土
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4.3 再生利用の取り組み 4.3.2農地への再生利用
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4.3.2農地への再生利用
（1）飯舘村長泥地区環境再生事業
（i）概要：全体俯瞰
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4.3 再生利用の取り組み 4.3.2農地への再生利用

4.3.2農地への再生利用
（1）飯舘村長泥地区環境再生事業

本格的に除去土壌を再生資材化、農地を造成する環境再生事業
開始（令和２年６月より）

1.飯舘村内の仮置場等から除去土壌を搬出
2.長泥地区内に設置された再生資材化施設に運搬
3.放射能濃度測定や異物除去等の処理を通して再生資材化
4.農地造成のためのかさ上げ材として利用

再生資材化除去土壌：放射能濃度5,000Bq/kg以下の土壌
⇒再生利用に係る作業者、周辺住民、施設利用者の
追加被ばく線量が1mSv/年以下

⇒維持管理時において、周辺住民、施設利用者に対する
追加的な被ばく線量をさらに低減する観点から、
50cm以上の覆土
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4.3 再生利用の取り組み（ii）再生資材化処理

4.3.2農地への再生利用
（1）飯舘村長泥地区環境再生事業
（ii）再生資材化処理

1.放射能濃度の確認
⇒仮置場から運搬された除去土壌は、再生資材化施設に
搬入して、まず放射能濃度が5,000Bq/kg以下であること
を確認する。

2.再生資材化（技術の試行、適用）
⇒大型土のう袋、荷下ろし・破袋
⇒除去土壌から枝や根等の異物や金属類を除去、改質
⇒ベルトコンベアで場外の一次置場テントに搬出

3.処理後の再生資材の放射能濃度の確認
⇒代表サンプルをトラックに載せた状態で
測定し、5,000Bq/kg以下であることを確認
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再生資材化処理の流れ
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中間貯蔵で開発された技術を適用
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4.3 再生利用の取り組み（iii）農地盛土造成

4.3.2農地への再生利用
（1）飯舘村長泥地区環境再生事業
（iii）農地盛土造成
（長泥地区はもともと水田が広がっていたが、震災後は手つかずであったため、
柳等が造成予定地に生い茂っていた）

1.盛土工事の準備工
⇒草木を除去するとともに、盛土の安定性を確保するため
腐植物の除去や湧水処理を実施

2.農地造成
⇒再生資材を盛土し、その上に50cm以上覆土

3.場内整備
⇒土留めの擁壁を設置：農地盛土のかさ上げに伴い、
近傍の比曽川に自然災害等による再生資材の流出防止
盛土完了後：排水構造物や場内道路等の工事

4.令和５年度に工事完了を予定
⇒本事業で造成された農地では、飯舘村特定復興拠点区域
復興再生計画に基づき、農地の再生を計画
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（参考）農地盛土造成の流れ
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環境省資料より
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4.3 再生利用の取り組み（iv）栽培実験

4.3.2農地への再生利用
（1）飯舘村長泥地区環境再生事業
（iv）栽培実験：再生資材を用いて先行して試験的に造成した

盛土箇所において

1.当初は花卉とエネルギー作物が対象

2.令和２年度から地元の要望も受けて食用作物の栽培
⇒食用作物の放射能濃度は、0.1～2.3Bq/kgと
一般食品に関する放射能濃度の基準値（100Bq/kg）以下

3.水田試験エリア
⇒令和３年度から、水田としての機能を確認するための試験
覆土に使用している土砂の性質
（透水性、排水性、地耐力等）の確認

4.モニタリング
⇒試験盛土周辺の空間線量率や浸透水等の放射能濃度等計測
安全性に問題が無いことを確認
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（参考）試験栽培、水田試験の状況
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4.3.3 今後の課題（長泥環境再生事業）

・安全性等に対する不安を払拭：
除去土壌の再生利用の今後に向けた課題としては、再生
利用の安全性等に対する不安を払拭することが挙げられ
る。

・住民の方とのコミュニケーション：
これについては、住民の方とのコミュニケーションが重
要である。また、除去土壌等の県外最終処分を含めて、
国民の認知度を高める必要もある。

・理解醸成活動：
そのため、環境省では、減容・再生利用の必要性・安全
性等に関して全国での理解醸成活動を強化している。
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4.4 最終処分に向けた議論
4.4.1 １Fサイト外の放射能を帯びた廃棄物の分類
4.4.2 中間貯蔵施設で保管される放射能を帯びた

廃棄物の最終処分に向けての課題

・廃棄物の分類（４つのカテゴリーから分類）
1)福島県内か，それ以外の地域から発生したものか。
2)除染に伴い発生したものか，それ以外か。

除染以外の放射能を帯びた廃棄物には，
指定廃棄物，
特定廃棄物，
特定一般廃棄物等がある

3)政令等で示された発生地域の区分
（除染特別地域，汚染状況重点調査地域）

4)放射能濃度による区分。
8000Bq/kgあるいは10万Bq/kgを境に取り扱いが
異なる場合がある。（中間貯蔵は10万Bq/kg 超）

・中間貯蔵施設で保管される放射能を帯びた廃棄物：
・福島県内の除染に伴う廃棄物
・除染以外の廃棄物では福島県内の10万Bq/kg超
・表中のNo.1,2,3,4,6、6は主に焼却灰

22



土木学会 エネルギー委員会LLW・汚染廃棄物対策研究小委

4.4.1 １Fサイト外の放射能を帯びた廃棄物の分類

放射能を帯びた廃棄物を11種類に分類、最終処分の方策の現状を整理
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

福島県
内か外
か？

福島県内 福島県外

除染に
伴うか
否か

除染に伴う廃棄物
除染以外の
廃棄物：特定
廃棄物（注１）
と呼ばれる

除染に伴う
廃棄物

除染以外の廃棄物
特定一般
廃棄
物等

（注２）

指定廃棄物

政令に
よる発
生地域
の区分

除染特別地域
（11市町村、
復興拠点含む
[平成25.3.26
現在]）で発生

汚染状況重点調
査地域（福島県
内は36市町村
[平成25.3.26
現在]）で発生

県内全域で発生
（除染特別地域
の仮設焼却炉
10施設から発
生する廃棄物も
含む）

汚染状況重点調
査地域（福島以
外では岩手、宮
城、群馬、栃木、
茨城、埼玉、千
葉, 58市町村
[平成25.3.26
現在]）で発生

指定廃棄物は、岩手、宮
城、福島、群馬、栃木、
茨城、千葉、東京、神奈
川、新潟、で認定。
特定一般廃棄物等はこれ
に、山形、静岡等を加え
認定。[平成28.3.2現
在]

放射能
濃度

10万
Bq/kg
以下

10万
Bq/kg
超

10万
Bq/kg
以下

10万
Bq/kg
超

10万
Bq/kg
以下

10万
Bq/kg
超

10万
Bq/kg
以下

10万
Bq/kg
超

10万
Bq/kg
超

10万
Bq/kg
以下

10万
Bq/kg
超

（注１）特定廃棄物とは福島県内で発生する指定廃棄物(8000Bq/kg超)及び対策地域内（＝除染特別地域内）で発生する廃棄物
（注２）特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物を合わせ呼ぶ。放射能を帯びた廃棄物として、一定地域の一定種類の廃棄物を環境省
令で規定。廃棄物処理法の処理基準及び特措法の特別処理基準に基づき、市町村・事業者が処理
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1. 減容処理ケースの設定
・種々の最終処分シナリオに応じた減容技術の組合せを検討

2. 減容処理ケースごとの最終処分量及び再生資材量の試算
・減容処理で考えられる5つのケースに応じた最終処分の対象物および物量の試算
及び平均放射能濃度を想定

・再生資材の濃度を8,000Bq/kg以下とした場合には、ケースゼロと比較して、
特にケースⅠにおいて最終処分量の低減への寄与が大きい

・ケースⅡ、Ⅲ、Ⅳの減容処理を行うことにより、更に最終処分量が低減

3. 最終処分に係る安全評価
・除去土壌を最終処分場へ埋立処分することを想定
・仮想的な埋設地の立地や形状等について仮定
・評価経路毎の年間被ばく線量について評価を実施
・年間被ばく線量は，運搬時及び埋立時における周辺住民の追加被ばく線量は最
大で0.25mSv/yとなり，特措法基本方針の1 mSv/yを超えないことが確認さ
れた(第10回) 

4. 最終処分場に土壌を埋立する場合に要求される施設構造等の要件整理
・各段階の機能：最終処分場の基本安全機能として，埋立段階で「遮へい」，「
飛散防止」および「移行抑制」を，維持管理段階では「遮へい」および「移行
抑制」を考慮しこれらに応じた管理項目，設計項目などが示されている。

・除去土壌からは放射性セシウムが容易には水に溶出しないこと，ならびに核種
が134Cｓ及び137Cｓに限定されることを踏まえて，要件の絞り込みを実施
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（参考）最終処分の方向性の検討、減容処理ケース

最終処分の検討項目と大まかなスケジュール
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（参考）ケースⅢの物質収支の詳細

最終処分の検討項目と大まかなスケジュール
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最終処分に関する委員のコメント（戦略検討会）

・再生利用と最終処分の経済性評価，コスト評価が必要であること。（第9、
10回）

・時間減衰を考慮して，貯蔵と最終処分を組み合わせ最適化することが必要で
あること。（第9回）

・減容処理のシナリオ，ケースでは処分量が小さくなると濃度は上がるという
関係もあり，処分場をどれぐらいまでコンパクトにし，どのぐらいまで濃度
を濃縮できるのかということも含めたリアリティを持った検討が必要である
こと。（第10回）

・社会的にどうやって県外最終処分の合意の形成プロセスを作っていくのかと
いうことを議論すべきであること。（第10回）

・最終処分に向けては，それを長期的に担っていく人材の基盤の必要性が示さ
れているが，さらにいろいろな技術者なども含めて長期的に育成していくこ
とは大変重要、具体的な取組を始めていくべきであること。（第10回）

・県外最終処分に向けての基礎となるいろいろな検討をより加速するべきであ
ること。（第10回）
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4.4 最終処分に向けた議論・課題 まとめ：処分技術

・廃棄物の特性を考慮すること：
特に放射性核種がセシウムに限定されること。
例えば，低放射能濃度の除去土壌からはセシウムは移行しにくいこと
を設計に反映する。

・精度向上を図ること：
廃棄物の放射能濃度の推定を表面線量から行う時，両者の関係のデー
タをさらに蓄積することが必要。

・輸送時の緊急対応に関する手段を充実させること：
緊急出動を含めた輸送運行管理システムの活用が必要

・設計の柔軟性を図ること：
実証事業などの結果を適切に設計に反映する
最近の豪雨に対する考慮など。

・モニタリング：
埋設前の初期値変動の把握，処分後長期の自然環境の観察，期間や頻
度についての柔軟な制度設計が必要

・施工時配慮：
確実な施工管理，作業員の安全意識・マナー向上を図ること。特に，
施工管理が確実に行われているという情報を残すこと（見える化、情
報公開、協議会）
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4.4 最終処分に向けた議論・課題 まとめ：社会的受容

・合意形成プロセス：
県外最終処分の合意形成プロセスを社会的にどうやって
作っていくのかを議論すべき

・丁寧な説明：
住民の不安を解消するための丁寧な説明、リスクコミュニケーション
公衆からの信頼が安全・安心とともに重要

・処分の見える化：
理解醸成のための処分の見える化を図ること
受け入れ廃棄物の放射能データ，モニタリング数値，処分状況

・住民の意見：
自治体や住民の意見を広く収集し事業に反映させること

・しっかり考える時期：
汚染土壌は最終的に回収して処分するという約束から10年が
経過している。どのように今後解決していくのかということを
しっかり考える時期に来ている
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4.4 最終処分に向けた議論 まとめ：報告事項

・ 「土木学会分科会１で取りまとめ中の報告書」では、 １Fサイト外
の放射能を帯びた廃棄物の最終処分の方策と検討の状況を概説

・中間貯蔵後の最終処分を今後検討していく時に参考となる事例と議
論を紹介

・放射能を帯びた廃棄物を，福島県内で発生したものか，除染に伴い発生し
たものか，政令等で示された発生地域の区分，放射能濃度による区分，の
４つのカテゴリーから11種類に分類

・中間貯蔵施設で保管される放射能を帯びた廃棄物とその他の廃棄物の最終
処分に係る現況を整理

・活動、コメントの整理：中間貯蔵施設で保管される廃棄物に対しては，中
間貯蔵開始後30年以内の福島県外で最終処分に向けて，2024年度までの
戦略目標として“減容技術の検討，処分の方式と構造・必要面積等に係る
検討”が進められている。現在までに，減容処理のいくつかのケースに応
じた最終処分の対象物と物量の試算，最終処分に関係する基準の整理，仮
想的な処分場に対する安全評価，および施設構造の要件などが公開されて
いる。
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4.5 今後の期待への分析 31

新たな技術の開発が積極的に行われ、事業が円滑に進捗した理由(推定)

[事業]

・事業全体の総事業費が大きく、短期間に発注される事

・事業概要が明らかになってから、発注までの期間が長かった事

 ・今までに経験のない事業規模・内容で既存技術では対処できなかった事

・放射性廃棄物を大量に短期間に処理するという特殊な事業内容

[発注側]

・各社の技術も適正に評価する総合評価方式の発注だった事

・発注時には概略設計のみを提示し、詳細は着工後の設計審査会等で決定

した事(仕様規定と性能規定の関係)

[受注側]

 ・福島の原子力発電所の建設、保守に関わった企業が多く存在し、福島復

興に協力したいという使命感があった事

 ・受注に向けた技術開発の余裕があった事

・除染の仕事を経験し、除去土壌等の扱いの知見が蓄積されていた事 
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第5章 結び
・本報告書においては，事故当初から進められてきた除染～保管・
仮置き～中間貯蔵の段階から，今後の除去土壌等の減容・再生利
用～県外最終処分という最終ステップに向けての取組において，
これまで開発・採用されてきた新技術等を技術カタログ的に掲載
するとともに，オフサイトでの汚染に対する取組の全体像を分か
りやすく取りまとめたことが大きな特徴である。

・過去に経験したことのない放射性物資により汚染された環境とい
う過酷な条件下で，福島県内に広く散在する大量の除去土壌等を
対象として，既存技術の改良・適用性検討，新技術の開発などの
工夫をしながら，技術者たちが，どのように環境回復や除去土壌
等の対策に取り組んできたのかを，関連する事業に従事する多く
の技術者や専門家はもとより，一般の方々にも広く知っていただ
くことを期待したい。

・今後も残された課題に対して，長期にわたる取組が必要なことか
ら，福島県内外の甚大な被害を受けた地域の，さらなる環境回復
と未来志向の復興と再生発展を加速させていくために，これまで
の技術的な取組の蓄積と知見が，若い世代への技術継承として語
り継がれて活用されていくことを切に願う。
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